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・消費者ホットライン（局番なし）　１８８（函館消費者センターまたは国民生活センターへ繋がります）
・北海道立消費生活センター　相談専用電話　０５０－７５０５－０９９９（平日９：００～１６：３０）
・長万部町産業振興課　☎２－２４５５

【連絡先】　◎困ったときは、まず、相談を！

タクシー乗務員・スクールバス乗務員

不用品買い取りのはずが
貴金属を買い取られた！

●買い取り事業者が、事前に買い取りを
承諾していない物品を突然売るように
要求したり、消費者の自宅を突然訪問
して勧誘したりすることは禁止されて
います。売るつもりのない貴金属等の
売却を迫られても、物品を見せず、きっ
ぱり断りましょう。

●必ず契約書を受け取り、すぐに物品の
種類、買い取り価格、買い取り業者の
名称、連絡先などを確認しましょう。

●買い取り業者の訪問を受ける場合は、
できるだけ一人で対応せず、信頼でき
る人に同席してもらいましょう。

●クーリング・オフできる場合がありま
す。困ったときは、すぐにお住まいの
自治体の消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン 188）。

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性か
ら電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せ
たが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて
叔母の形見や亡夫からもらった指
輪などの貴金属を出した。すると
合計1200円の明細書とお金を渡
され、物品を持ち帰られた。貴金
属を出してしまったことを後悔し
ている。取り戻したい。
（70歳代女性）

八雲警察署です

Ｇ７広島サミット等に伴う警察活動への道民の理解と協力の確保
Ｇ７広島サミット等の成功に向けて

G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合開催G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合開催
北海道警察からのお知らせ

テロ対策に万全を期すため、会場周辺や公共交通機関等に対する警戒警備を強化します。

北海道警察
不審な人や車、物などを発見したときは、警察への通報をお願いします。


